
2023 年 4 月 

三井住友信託銀行株式会社 

財形年金（住宅）信託 非課税限度管理資料のご案内 

 

財形年金（住宅）信託ご加入者について、現在の契約内容、利率にもとづく将来の予想残高、非課税申告額を超過する見込時期を記載した資料として、以下の書類を送

付しておりますので、非課税限度の管理資料としてご活用ください。 

なお、財形年金の残高が非課税申告額を超過した場合には、財形住宅と同様に課税扱いの財形年金として取扱いいたしております。 

【送付書類】 

財形ご担当者あて 財形年金（住宅信託）ご加入者あて 

財産形成年金信託非課税限度超過チェック一覧表・資料 No.1 

①作成対象者 

財形年金加入者全員 

②本人積立条件による予想残高 

年金受取開始月の前月末日現在の予想残高 

作成基準日現在の積立内容および利率にもとづき非課税 

扱いで計算しております。 

奨励金等のご入金および利率の変動により予想残高が 

変わりますので目安としてご覧ください 

③非課税限度超過年月 

  予想残高が非課税申告額または最高限度額（550 万円）を

超過する見込時期 

④限度超過時の取扱い 

  課税契約となり、限度超過時以降の利息はすべて課税扱い

となります 

  目的外払出の場合は解約時に税金が追徴されます 

財産形成住宅信託非課税限度超過予定者一覧表・資料 No.2 

①作成対象者 

6 カ月後～5 年後以内に、予想残高が非課税申告額を超え 

る見込の財形住宅加入者 

②予想残高 

5 年後、7 年後の予想残高 

作成基準日現在の積立内容および利率にもとづき非課税 

扱いで計算しております。 

奨励金等のご入金および利率の変動により予想残高が 

変わりますので目安としてご覧ください 

③非課税限度超過予想 

  予想残高が非課税申告額を超過する見込時期 

④限度超過時の取扱い 

  課税契約となり、限度超過時以降の利息はすべて課税扱い

となります 

  目的外払出の場合は解約時に税金が追徴されます 

財産形成貯蓄のお知らせ・資料 No.3 

①作成対象者 

  財形加入者全員 

  （財形年金受給者・据置期間中の加入者は除きます。） 

②非課税申告額超過見込時期 

【年金財形】 

年金受取開始月の前月までに予想残高が非課税申告額を 

超える見込の財形年金加入者について表示します。 

【住宅財形】 

6 カ月後～5 年後以内に、予想残高が非課税申告額を超える 

見込の財形住宅加入者について表示します。 

③年金財形の積立可能例 

  非課税申告額の範囲で積立可能な金額（千円単位）をご参考 

として表示します。 

④年金財形契約要件違反時の取扱い 

  「年金財形ご契約内容」「非課税申告額超過見込時期［年金財 

形］」「積立可能例」の表示はいたしません。 

  備考欄に「要件違反」と表示します。 

 



 



 



 


